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《届出にあたっての注意点》
1 　当該届出書は、地域包括診療加算及び地域包括診療料の施設基準における慢性疾患の指導に係る適切な研修（以後「当該研修」という。）を修了した旨を届出するものである。
2 　当該研修は、継続的に受けている必要があることから、服薬管理、健康相談、介護保険、禁煙指導、在宅医療等の主治医機能に関する内容を含む20時間以上の研修を届出時から起算し、２年ごとに届出すること。
3 　当該研修を、継続的に２年間で通算20時間以上受けていない場合は、施設基準要件を満たさないため施設基準を辞退すること。
4 　届出にあたっては、当該研修を受講したことを証明する書類を提出すること。


（参考）

地域包括診療加算及び地域包括診療料の施設基準における慢性疾患の指導に係る適切な研修


○　日本医師会生涯教育制度に係る研修を２年間で通算20時間以上受講する必要があります。

○　２０時間の講習の中には、カリキュラムコードとして、２９認知能の障害、７４高血圧症、７５脂質異常症、７６糖尿病を含んでおり、それぞれ１時間以上の研修を受講しなければならず、かつ服薬管理、健康相談、介護保険、禁煙指導、在宅医療等の主治医機能に関する内容が適切に含まれていなければなりません。

○　座学研修は、出退管理が適切に行われていれば講習DVDを用いた研修会でも差し支えありません。

○　「２年間で通算２０時間以上の研修」の履修については、日本医師会生涯教育制度においては、カリキュラムコードとして２９認知能の障害、７４高血圧症、７５脂質異常症、７６糖尿病の４つの研修についても、当該コンテンツがあるものについては、e－ラーニングによる単位取得でも差し支えありません。なお、e－ラーニングにより受講する場合は、「疑義解釈資料の送付について（その１）」（令和４年３月31日事務連絡）別添１の問257の記載事項に留意してください。


